
道路運送車両法

１．案内情報

①手続き名 ：改善措置の届出（リコール届出）
②手続根拠 ：道路運送車両法第６３条の３第１項
③手続対象者 ：自動車の製作者等
④届出時期 ：自動車について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくする

ため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じよ
うとするとき

⑤届出方法 ：リコール届出書様式に必要事項を記載のうえ下記添付書類とと
もに、国土交通省自動車交通局審査課へ届出。

⑥手数料 ：無し
⑦添付書類 ( )リコール届出一覧表1

( )改善箇所説明図2
( )リコール対象車の主要諸元3
( )リコール対象車の代表車種の外観写真（カラー写真でＥ版程4

度の大きさのもの）を貼付した書面
( )英文リコール届出書5
( )その他届出に関して必要と認められる書面6

⑧届出書様式 ：局長通達
⑨記載要領・記載例 ：下記の相談窓口へお問い合わせください。

２．窓口相談

①届出先 ： 国土交通省自動車交通局技術安全部審査課
０３－５２５３－８１１１（内線 ４２－３５３）TEL
０３－５２５３－１６４０FAX

②受付窓口：提出先へお問い合わせください。

③相談窓口：提出先へお問い合わせください。

３．手続情報
①審査基準 ：道路運送車両法第６３条の３第２項

②標準処理期間：即時処理（届出書及び添付書類に記載もれ等がない場合）


